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本部町社協指定障害者・児居宅介護事業所 

（居宅介護・重度訪問介護）重要事項説明書 

 

 本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される

方に対して、社会福祉法第 76 条に基づき、当施設の概要や提供されるサ

ービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

※  本事業所では、利用者に対して障害者総合支援法に基づく

居宅介護サービス、重度訪問介護サービスを提供します。

当サービスの利用は、原則として介護給付費の支給決定を

受けた方が対象となります。 
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１ 事業者について 

名   称  社会福祉法人 本部町社会福祉協議会 

代表者氏名  会 長   喜 納 明 美 

所 在 地  沖縄県国頭郡本部町字大浜 881 番地の４ 

電 話 番 号  ０９８０－４７－６６５５ 

設立年月日  昭和 47 年 4 月 27 日 

 

２ 事業所の概要について 

 （１）事業所の所在地等 

事業所の名称  本部町社協指定障害者・児居宅介護事業所 

沖縄県指定 事業所番号  居宅介護 重度訪問介護  ４７１１７４００１１ 

指定年月日  平成 18 年 10 月 1 日 

事業所の所在地  沖縄県国頭郡本部町字大浜 881 番地の４ 

連 絡 先  ０９８０－４７－６６９９ 

事業の実施地域  本部町全域 

 

 （２）事業の目的及び運営方針 

事業の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社会福祉法人本部町社会福祉協議会（以下「事業者」という。）が設置する

本部町社協指定障害者・児居宅介護事業所（以下「事業所」という。）におい

て実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護（以下「指定居宅介護」と

いう。）、重度訪問介護（以下「指定重度訪問介護」という。）の適正な運営を

確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護

及び指定重度訪問介護（以下「指定居宅介護等」という。）の円滑な運営管理

を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者（以下「利用者等」と

いう。）の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居

宅介護等の提供を確保することを目的とします。 

運営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれてい

る環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等

の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言

その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとします。 

２ 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定

居宅介護等の提供ができるよう努めるものとします。 

３ 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用

者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援

事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを

提供する者（以下「障害福祉サービス事業者等」という。）との密接な連携

に努めるものとします。 

４ 前三項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（障害者総合支援法）」（平成 17 年法律第 123 号。以下「法」という。）、

「沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例」（平成 24 年沖縄県条 例第 29 号）に定める内容のほか

関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとします。 
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３ 職員の体制 

職
種 

職  務  内  容 人 員 数 

管
理
者 

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等に

おいて規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の従業

者に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 

常勤職員 

１名 

(サービス提供 

責任者兼務) 

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者 

（ア）利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体

的なサービスの内容等（以下、提供するサービスが指定居宅介

護にあっては「居宅介護計画」指定重度訪問介護にあっては「重

度訪問介護計画」という。）を記載した書面（以下「提供するサ

ービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画書」、指定重度

訪問介護にあっては「重度訪問介護計画書」という。）を作成し、

利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該居

宅介護計画書、重度訪問介護計画書を交付する。 

（イ）居宅介護計画、重度訪問介護計画（以下「居宅介護計画等」

という。）の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の

把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。 

（ウ）事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、

従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。 

常勤職員 

２名 

（管理者兼務、

介護員兼務） 

従
業
者 

 

居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる 

常勤職員 

２名 

非常勤職員 

５名 

 

４ 営業日・営業時間等 

営 業 日 

（相談受付日） 

 月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、 

慰霊の日、12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く。 

営 業 時 間 

（相談受付時間） 
午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分までとする。 

サービス提供日 
 年中無休とする。但し、天災その他やむを得ず業務を遂行できな

い日を除くこととする。 

サービス提供時間 午前 7 時から午後 9 時までとする。 

 

５ サービスの主たる対象者について 

居 宅 介 護 
 身体障害者・知的障害者・障害児（身体に障害のある児童・知的

障害のある児童）・精神障害者・難病患者等 

重度訪問介護  身体障害者・障害児（身体に障害のある児童のみ） 
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６ サービスの内容と料金及び利用者負担額について 

 （１）提供するサービスの内容 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

居宅介護計画等の作成 

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標

に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成

し、必要に応じて見直しを行います。 

身
体
介
護 

食事介助 食事の介助を行います。 

排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。 

入浴介助・清拭 衣服着脱、入浴の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行います。 

その他 
褥瘡（床ずれ）防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日常

生活を営むために必要な身体介護を行います。 

家
事
援
助 

調 理 利用者の食事の用意を行います。 

洗 濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

掃 除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

その他 
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

預貯金の引き出し、預け入れは行いません。 

通院等介助 

通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動（公的手続き又

は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限

る）のための屋内外における移動等の介助を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において

入浴・排せつ・食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家

事援助、その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。 

 その他生活等に関する相談や助言をいたします。 

 

 （２）従業者の禁止行為 

   従業者は、サービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

   ➀医療行為 

   ➁利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

   ➂利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

   ➃利用者の同居家族に対するサービス 

    利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除、草刈り、植物の水やり等 

   ➄利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭掃除など） 

   ➅利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

   ➆身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護

するため緊急やむ得ない場合を除く） 

   ➇利用者又は家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為 

 

 （３）サービスの料金と利用者負担額 

   介護給付費によるサービスを提供した際は、事業者が介護給付費等の給付を市町村から直

接受け取る（代理受領する）場合、サービス利用料金（厚生労働大臣の定める基準により

算出した額）のうち利用者負担分（サービス利用料金全体の１割を上限）を事業者にお支

払いいただきます。 
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サービスの種類・時間等 利 用 料 自己負担額上限 

身 

体 

介 

護 

30 分未満 2,560 円 256 円 

30 分以上 1 時間未満 4,040 円 404 円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 5,870 円 587 円 

1 時間 30 分以上 2 時間未満 6,690 円 669 円 

2 時間以上 2 時間 30 分未満 7,540 円 754 円 

2 時間 30 分以上 3 時間未満 8,370 円 837 円 

3 時間以上 9,210 円 921 円 

3 時間以上 30 分増すごとに加算 830 円 83 円 

通 

院 

等 

介 

護 

（
身
体
介
護
を
伴
う
場
合
） 

30 分未満 2,560 円 256 円 

30 分以上 1 時間未満 4,040 円 404 円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 5,870 円 587 円 

1 時間 30 分以上 2 時間未満 6,690 円 669 円 

2 時間以上 2 時間 30 分未満 7,540 円 754 円 

2 時間 30 分以上 3 時間未満 8,370 円 837 円 

3 時間以上 9,210 円 921 円 

3 時間以上 30 分増すごとに加算 830 円 83 円 

家
事
援
助 

30 分未満 1,060 円 106 円 

30 分以上 45 分未満 1,530 円 153 円 

45 分以上 1 時間未満 1,970 円 197 円 

1 時間以上 1 時間 15 分未満 2,390 円 239 円 

1 時間 15 分以上 1 時間 30 分未満 2,750 円 275 円 

1 時間 30 分以上 3,110 円 311 円 

1 時間 30 分以上 15 分増すごとに加算 350 円 35 円 

通
院
等
介
助 

(

身
体
介
護
を
伴

わ
な
い
場
合 

30 分未満 1,060 円 106 円 

30 分以上 1 時間未満 1,970 円 197 円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 2,750 円 275 円 

1 時間 30 分以上 3,450 円 345 円 

1 時間 30 分以上 30 分増すごとに加算 690 円 69 円 

 

 

 

重 

度 

訪 

問 

介 

護 

1 時間未満 1,850 円 185 円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 2,750 円 275 円 

1 時間 30 分以上 2 時間未満 3,670 円 367 円 

2 時間以上 2 時間 30 分未満 4,580 円 458 円 

2 時間 30 分以上 3 時間未満 5,500 円 550 円 

3 時間以上 3 時間 30 分未満 6,400 円 640 円 

3 時間 30 分以上 4 時間未満 7,320 円 732 円 

4 時間以上 8 時間未満 
8,170 円に 30 分増すご

とに 850 円加算 

817 円に 30 分増すごと

に 85 円加算 

8 時間以上 12 時間未満 
14,970 円に 30 分増す

ごとに 850 円加算 

1,497 円に 30 分増すご

とに 85 円加算 
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◆新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護等を

行った場合、又は従業者に同行した場合に加算されます。 

内  容 利用料 利用者負担額  

初回加算 2,000 円 200 円 1 月あたり 

 

◆利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を越えて事業者が利用者負担額を徴

収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。 

内  容 利用料 利用者負担額  

利用者負担額上限額管理加算 1,500 円 150 円 1 月あたり 

 

◆居宅介護計画等に位置付けられていない居宅介護を利用者又はその家族等からの要請を受け

てから 24 時間以内に行った場合に加算されます。 

内  容 利用料 利用者負担額  

緊急時対応加算 1,000 円 100 円 
1 回につき 

（1 月 2 回まで） 

 

◆サービス提供の時間帯により料金が加算されます。 

提供時間帯名 早  朝 夜  間 深  夜 

時 間 帯 午前 6 時～午前 8 時 午後 6 時～午後 10 時 午後 10 時～午前 6 時 

加算割引 25％増し 25％増し 50％増し 

※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画等に位置

づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際に要した時間が大幅に異なる場

合は、居宅介護計画等の見直しを行います。 

※ やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、従業者 2 人で訪問した場合の費用は 2 人分

となり、利用者負担額も 2 倍になります。 

※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない（利用者が償還払いを希望する）場合は、

介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交

付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給（利用者負担額を

除く）を申請して下さい。 

 

 （４）利用の中止 

   利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、

取消料として下記の料金をお支払いただく場合があります。但し、利用者の体調不良等やむ

得ない場合、取消料はいただきません。 

利用予定日の前日午後 5 時までに連絡があった場合 無  料 

利用予定日の前日午後 5 時までに連絡がなかった場合 

（身体介護・家事援助共に訪問予定 1 回につき） 
￥１，１００ 

 

 （５）その他 

交通費 
通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関を利用した

場合は、その実費を請求させていただきます。 

•サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、

水道の費用 

•家事援助に係る買い物等で利用者宅から目的地までの公共交通機関を

利用した場合の交通費 

利用者の別途負担 

となります。 
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７ 利用料の請求及び支払い方法について 

  利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月 15 日までに請求し

ますので、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 

 （ア）現金支払い（集金に伺います） 

 （イ）事業所指定口座への振込み 

  お支払いを確認しましたら、領収書を発行します。 

８ サービスの利用にあたっての留意事項 

  （１）市町村の支給決定内容等の確認 

     サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上

限額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は、

速やかに事業者にお知らせ下さい。 

  （２）居宅介護計画等の変更等 

     居宅介護計画等は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変

更することができます。 

     また、サービス利用の変更・追加は、従業者の稼働状況により利用者が希望する時間

にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用

者に提示する等必要な調整をいたします。 

 

９ 虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

 （１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者 伊是名 初美 

 （２）成年後見制度の利用を支援します。 

 （３）苦情解決体制を整備しています。 

 （４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

 

10 秘密の保持と個人情報の保護について 

  事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な

理由もなく、第三者に漏らしません。 

  事業所は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者と雇用契約の内容とします。 

 

11 緊急時の対応方法について 

  サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の

医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡

します。 

 （１）利用者のかかりつけ医療機関 

医療機関名  診 療 科  

所 在 地  

主 治 医  電話番号  

 （２）緊急連絡先 

連 絡 先 

氏  名：            続 柄： 

所 在 地： 

電話番号： 

 

 



-8- 

12 事故発生時の対応方法について 

  利用者に対する居宅介護等の提供により事故が発生した場合は、県、市町村及び利用者の家

族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処遇につい

て記録します。 

  また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとする。 

 

 （１）損害保険会社名 ： 日本興亜損害保険株式会社 

 （２）損害保険の種類 ： 社協の保険 

 （３）損害保険の内容 ： 事業者・団体の活動中の偶然な事故によりサービス利用者や他人

の身体・財物に損害を与え、事業者、団体又はその活動従事者が

法律上の賠償責任を負った場合の補償。 

 

13 サービス内容に関する苦情相談窓口 

 （１）当事業所の苦情・要望の受付窓口 

受付窓口 

窓口担当者    管 理 者  伊是名 初美 

苦情解決責任者  管 理 者  伊是名 初美 

受 付 日    月曜日から金曜日。但し、国民の祝日、慰霊の日、

12 月 29 日から 1 月 3 日を除く。 

受 付 時 間    午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分 

電 話 番 号    ０９８０－４７－６６５５ 

ＦＡＸ番 号    ０９８０－４７－６６５６ 

第三者委員 

学 識 経 験 者    荻堂 盛良 

民生員・児童委員    稗田 さとみ 

利用者家族代表    山内 昌則 

  また、苦情受付ボックスを事務所前に設置しています。 

 

 （２）行政機関その他苦情受付機関 

    本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関又は沖縄県社会福祉協議会

に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。 

本部町役場 

福祉課 

所 在 地   本部町字東 5 番地 

受 付 日   月曜日から金曜日。但し、国民の祝日、慰霊の日、

12 月 29 日から 1 月 3 日を除く。 

受付時間   午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

電話番号   ０９８０－４７－２１６５ 

ＦＡＸ番号  ０９８０－４７－２１８５ 

沖縄県福祉サー

ビス運営適正化

委員会 

所 在 地   那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 

       沖縄県総合福祉センター西棟 4 階 

受 付 日   月曜日から金曜日 

受付時間   午前 9 時から午後 5 時 

電話番号   ０９８－８８２－５７０４ 

ＦＡＸ番号  ０９８－８８２－５７１４ 

 

 

 


